
○　ひとり親世帯応援給付金　フローチャート

※　対象者：以下の要件を満たす者
　・５月末日までに市内に居住しているひとり親（児童扶養手当法第７条に規定する受給資格者または同じ要件の者） 
　・事実婚状態ではない（同住所に異性と同居していない）
　・国の「ひとり親世帯臨時特別給付金（以下「国給付金」）」を受給していない

申請なし

受給なし ５月以前に認定

低下していない

６月以降の事由発生

５月以前に事由発生

基準額を下回る

基準額を上回る

　添付書類：申請書・戸籍謄本・身分証明・口座確認書類・その他

申請あり 支給

不支給

所得を理由として不支給

所得以外の理由で
不支給

受給あり（全停） ６月以降認定

低下した

　添付書類：申請書・身分証明

　添付書類：申請書・身分証明・口座確認書類

国給付金の申請

をしているか
国給付金の結果 応援給付金の対象外

国給付金不支給

の理由

応援給付金の支給対象

応援給付金の対象外

児童扶養手当を

受給しているか

認定時期は６月以

降か
応援給付金の対象外

本人・扶養義務者

の所得が児扶手

基準以下に低下

したか

国給付金の支給対象

応援給付金の支給対象

ひとり親となった

事由発生時期は

いつか

応援給付金の対象外

本人・扶養義務者

の所得は児扶手

基準以下か

児童扶養手当の支給対象

かつ

国給付金の支給対象

応援給付金の支給対象

国給付金の対象になる場合あり

国給付金の対象になる場合あり


